
今年もよろしくお願いいたします
　東京都は、昨年５月から、小平 3・3・8号府中所
沢線の建設が周辺環境に与える影響について、環境
影響評価の調査を行っています。調査開始から 1年
を経る今年５月頃には、環境影響評価書案が出され
る可能性が高く、都は評価書案と同時に、都市計画
案についての説明会を開催するでしょう。その後、
都民の意見を聞く会を開催して環境影響評価書を確
定し、都市計画審議会を経て、事業認可へ進んでい
くと思われます。
　この手続きの間には、私たちが意見を述べる機会
が何度かあります。先例を見ても、こうした意見が
実際の計画に反映される可能性はほとんどないと思
われますが、意見を出さなければ、市民の関心が低
いと判断され、計画どおり進められていくことにな
るので、出さないわけにはいきません。
　また、今年 4月には、都知事選挙と市議会議員選
挙が行われる予定です。これらの候補者に対して、
当会としては、小平 3・3・8号府中所沢線の建設計
画に対してどのような立場を取るのかについて、公
開アンケート調査を行う予定です。
　昨年 12 月、会計検査院は、国土交通省が道路建
設に際して必要性の判断のために行う費用対効果分
析が、コンサルタントに丸投げ状態で、算出根拠が
入手・保存されておらず、内容の適否が判断できな
い実態になっていることを指摘しました。このあた
りを突破口として、東京都ががむしゃらに進めよう
としているこの道路建設計画の不合理性を訴え、計
画の見直しへと進めていきたいと考えています。そ
のためには、より多くの方の支えが必要です。どう
かご支援よろしくお願いいたします。

　都道小平 3・3・8 号線計画を考える会では、会員
を募集しています。一般会員、賛助会員ともに年会費
1000 円（個人）、3000 円（団体）です。会費やカンパ
のお振込みは以下の口座へお願いいたします。詳細は
会までお問合せください。

加入者名：都道小平 3・3・8号線計画を考える会
郵便振替口座番号：00150-0-338212

問合せ：都道小平 3・3・8号線計画を考える会
（代表）水口和恵　電話：090-8341-9170　
e-mail：338kangaerukai@gmail.com
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3・3・8号線推進を表明した
小平市長に要請書を提出しました
　昨年 10 月 1 日発行の「市報こだいら」で、小林

市長は「都市計画道路 3・3・8号線などの推進を図

り、新たな 50 年の戦略的なスタートを切りたいと

考えております」と明言しました。当会では、市長

のこの発言に抗議し、昨年 11 月 15 日に、以下の

ような内容の要請書を提出しました。

○「住民合意を追求するよう東京都に求めます」と
明言したマニフェストを実行するためにどのような

努力をされたのか、お聞きしたい。

○市長の見解を一方的に表明するよりまず、この計
画に対する市民の意見を聞き、住民合意を追求して

いただきたい。都に住民合意を図るよう求めると同

時に、市長自らも住民合意を図る努力をしてほしい。

○ 3・3・8号線または都市計画道路を含めたまちづ
くり等をテーマとしたタウンミーティングの開催、

もしくは、3・3・8号線計画に関して多くの市民が

自由に意見を表明し合意形成を目指して話し合える

ような場を設定して、市民の希望について、認識を

深めていただきたい。

○上記のような手続きを踏まえた上で、東京都に対
して、市民の意見を反映した小平市としての意見を

主張していただきたい。

（＊要請書の全文と市長からの回答はブログに掲載）

　以下は、一昨年 4月の市長選挙で小林市長陣営 ( 変化

と進歩を求める会 ) が出したマニフェストの抜粋です。

約束 44　都市計画道路（3・3・8 号線）は、
住民合意を追求するよう東京都に求めます。

〈現状認識〉都市計画道路 3・3・8号線は東京都施行
ですが、住宅地や玉川上水を縦断するために、周辺
の住民にもさまざまな意見があり、住環境、街づく
り、緑や自然の保護、文化財である玉川上水の保護
など多くの課題をかかえています。
〈政策の説明〉市として東京都に住民の意見を反映さ
せる十分な協議をするとともに、東京都に対し、十
分な説明責任と住民合意を図るよう強く求めます。
〈期限〉ただちに　〈必要な費用〉なし

（「小平市政のManifesto2（マニフェスト 2）」）

会員募集中！



　昨年 2 月の都市計画変更素案説明会で、東京都は

338 号線の整備効果を説明したパンフレット「道路の

整備効果」を配布しました。最初のページ「多摩地域

における人やモノの動きの円滑化」に、「南北都市間の

車の動き」として上の図が掲載されています。

車の移動は本当にこんなに増えるのか ? 

　図の下に小さく「H11 道路交通センサス及びH17

道路交通センサスより集計」とありますが、平成

11 年と 17 年の数字は実績値、42 年は推計値です。

人口も交通量も減少傾向にある現状では、42 年に

17 年より 34%も増加し、90,000 台に達するという

推計には疑問を感じざるをえません。当会会員が情

報公開請求したところ、推計の根拠となるデータは、

東京都にも、国土交通省にもありませんでした。

　また、平成 11・17 年の実績値も、実際に計測し

た値ではなく、自動車所有者の一部に、いつ、どこ

からどこへ車で移動したかを聞くアンケート調査を

もとに、統計的に推計した数値です。

南北方向の移動需要は高まるのか？

　図の上に「多摩地域の南北方向
の移動需要が年々高まっている状

況が分かります」と書かれていま

すが、元になったデータは平成

11年と 17 年の 2年分の実績値の

みです。たった二つの実績値から

「年々高まっている」状況と分析

することに、そもそも無理があり

ます。

　また、62,000 台や 67,000 台と

いう数字は、東村山から町田までを通して移動した

車の合計ではなく、東村山市発小平市着も、多摩市

発町田市着も１トリップ（移動）として数え、6市

を出発点又は終点とするトリップ数の合計です。

　当会では、平成 11 年センサスと比較して、17 年

センサスで６市間の移動がどれだけ増減しているか

を、表１にまとめてみました。

　移動がもっとも増加したのは東村山市－小平市間

で 10,515 トリップ増（=+5630+4885）ですが、こ

こは特別に多く、それ以下はぐんと減ります。反対

に、国分寺市－府中市間で 4,468 トリップ減少、小

平市－国分寺市間で 3,675 トリップ減少、府中市－

町田市間で 2,133 トリップ減少など、減少した区間

も目立ちます。6市の北端の東村山市と南端の町田

市の間の出入りは、平成 11 年、17 年のセンサスと

もに 0トリップです。これは 338 号線の必要性を

証明する数字とは言えないのではないでしょうか。

　このようなデータから「南北方向の移動需要が

年々高まっている」という単純な結論を導き出すと

ころに、東京都の結論ありきの姿勢が表れています。

『道路の整備効果』を読む  （１）南北方向の移動需要は高まっているか？

表1：平成11年センサスと比較した平成17年センサスの6市間相互出入りトリッ
　　　プ数の増減（H11道路交通センサス及びH17道路交通センサスより集計）

（図１：東京都の配付資料「道路の整備効果」より抜粋）


